
※
こ
の
法
令
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
二
十
一
年
法
務
省
令
第
五
十
二
号

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
に
規
定
す
る
事
業
上
の
関
係
を
有
す
る
外
国
の
公
私
の
機
関
を
定
め
る
省
令

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
第
一
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下

欄
に
規
定
す
る
事
業
上
の
関
係
を
有
す
る
外
国
の
公
私
の
機
関
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
事
業
上
の
関
係
を
有
す
る
外
国
の
公
私
の
機
関
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
技
能
実
習
生
を
雇
用
契
約
に
基
づ
い
て
受
け
入
れ
る
本
邦
の
公
私
の
機
関
と
引
き
続
き
一
年
以
上
の
国
際
取
引
の
実
績
又
は
過
去
一
年
間
に
十
億
円
以
上
の
国
際
取
引
の
実
績
を
有
す
る
機
関

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
技
能
実
習
生
を
雇
用
契
約
に
基
づ
い
て
受
け
入
れ
る
本
邦
の
公
私
の
機
関
と
国
際
的
な
業
務
上
の
提
携
を
行
っ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
事
業
上
の
関
係
を
有
す
る
機
関
で
あ
っ
て
、
法
務
大
臣
が
告

示
を
も
っ
て
定
め
る
も
の

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
。
以

下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二

年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
法
附
則
第
六
条
に
規
定
す
る
在
留
資
格
認
定
証
明
書
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
こ
の
省
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。

1


